
 

船舶事故調査報告書 

令和３年７月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年８月２日 １２時５５分ごろ 

発生場所 神奈川県平塚市馬入
ばにゅう

橋付近（相模川） 

 平塚沖波浪観測塔灯から真方位０３１°２.０海里付近 

 （概位 北緯３５°２０.１′ 東経１３９°２２.１′） 

事故の概要 水上オートバイAvanti
アヴァンティ

は、遊走中、漂泊中の水上オートバイLEGEND
レ ジ ェン ド

に衝突した。 

事故調査の経過 令和２年８月６日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ LEGEND、０.１トン 

   ２５０－６００９３神奈川、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ Avanti、０.１トン 

２３２－３８１５５埼玉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、一級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ 軽傷 １人（同乗者） 

Ｂ なし 

 損傷 Ａ 左舷船尾及び同中央部に擦過傷 

Ｂ 船首部船底に擦過傷 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 東北東、風力 ２、視界 良好 

川象：水面 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、後部座席に同乗者１人を乗せ、

４人が搭乗したバナナボートをえい
．．

航する状態で漂泊中、Ｂ船が衝突

した。 

 同乗者は、Ｂ船と接触し、右膝挫創等を負った。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、約１０km/h の速力（対地速力、

以下同じ。）で航行中、前路約１０ｍにＡ船を認めたものの、同船を

避けることができずに衝突した。 

船長Ｂは、本事故当時が特殊小型船舶操縦士免許（以下「操縦免

許」という。）を取得してから初めての操船であったので、思うよう

にＢ船の操縦ができず、針路を変更することができなかった。 

船長Ａ、同乗者、バナナボート搭乗者及び船長Ｂは、救命胴衣を着

用していた。 

Ｂ船の同型船販売会社の担当者によると、Ｂ船は立ち上がって操縦

する事を前提としたレース等に使われるタイプの水上オートバイであ

り、操縦するにはテクニックを必要とし、１０km/h の速力では初心者



 

は進路変更が難しいとのことであった。 

分析  

 

 Ａ船は、漂泊中、遊走中のＢ船が衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、航行中、操縦免許を取得して初めての操船にあたっていた

船長Ｂが、前路約１０ｍに漂泊中のＡ船を認めて針路を変更しようと

したものの、同じ針路及び速力で航走したことから、Ａ船を避けるこ

とができずに衝突したものと考えられる。 

船長Ｂは、操縦免許を取得して初めての操船であったことから、Ｂ

船の操縦特性をよく理解していなかったものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が漂泊中、Ｂ船が航行中、船長Ｂが、前路約１０ｍ

にＡ船を認めて針路を変更しようとしたものの、同じ針路及び速力で

航走したため、Ａ船を避けることができずに衝突したものと考えられ

る。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、操縦免許取得後初めて水上オートバイを操縦する際、ま

ずは周囲に他船がいない水域で操縦して、操縦特性をよく理解す

ること。 

 


